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一
　
序

二 

　
問
題
状
況

―
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
対
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
対
抗
軸

―

三
　
タ
ン
の
議
論

―
秩
序
構
想
と
動
機
の
問
題
を
中
心
に

―

　
㈠
　
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
架
橋

　
㈡
　
道
徳
的
領
域
の
拡
大
可
能
性

四
　
批
判
的
検
討

　
㈠
　
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
と
の
区
分
の
必
要
性

　
㈡
　
動
機
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
る
べ
き
か

五
　
結
　
語

 

藤

原

拓

広

グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
け
る
秩
序
構
想
と
動
機
の

　
問
題
を
め
ぐ
っ
て

―
コ
ッ
ク
・
チ
ョ
ル
・
タ
ン
の
議
論
の
批
判
的
検
討
を
手
が
か
り
に

―



法学政治学論究　第129号（2021.6）

98

一
　
序

　
本
稿
の
目
的
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
」（global justice

）
に
お
け
る
秩
序
構
想
と
動
機
の
問
題
に
つ
い
て
、
カ
ナ
ダ
の
政
治
哲
学

者
コ
ッ
ク
・
チ
ョ
ル
・
タ
ン
（Kok-Chor Tan

）
の
議
論
の
批
判
的
検
討
を
通
じ
て
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
近
年
、
政
治
哲
学
の
分
野
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
、
と
り
わ
け
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
論
」（global distributive 

justice

）
が
活
発
に
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い（
1
）る。
本
稿
は
、
こ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
論
を
お
も
に
扱
う
も
の
で
あ

る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
本
稿
で
は
、
単
一
の
分
配
的
正
義
の
構
想
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
し

た
構
想
は
あ
る
一
つ
の
共
同
体
（
た
と
え
ば
ネ
イ
シ
ョ
ン
）
に
し
か
適
用
で
き
な
い
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
を
念
頭
に
議
論
が
進
め
ら

れ
る
こ
と
に
な（
2
）る。

　
議
論
の
本
題
に
入
る
に
先
だ
っ
て
、
こ
こ
で
ま
ず
、
そ
も
そ
も
本
稿
の
い
う
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
（
分
配
的
）
正
義
」
と
い
う
語
が
何
を

意
味
し
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

　
元
来
、
分
配
的
正
義
論
と
は
、「
必
要
ま
た
は
要
求
が
競
合
す
る
諸
個
人
の
あ
い
だ
で
、
社
会
（
集
団
）
が
希
少
な
資
源
ま
た
は
生
産

物
を
ど
の
よ
う
に
分
配
す
る
か
を
問
う
研（
3
）究」
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
Ｅ
・
ロ
ー
マ
―
（John E. Roem

er

）
の
い
う
よ
う
に
、
こ
う
し
た

問
い
は
二
〇
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
有
し
て
お
り
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
も
取
り
組
ま
れ
て
き（
4
）た。

　
周
知
の
と
お
り
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
（John Raw

ls

）
は
、『
正
義
論
』（A

 Theory of Justice

）
に
お
い
て
、
分
配
的
正
義
の
基
本
原

理
と
し
て
「
正
義
の
二
原
理
」
を
示
し（
5
）た。

本
稿
で
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
の
二

原
理
の
よ
う
な
何
ら
か
の
単
一
の
分
配
的
正
義
の
原
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
す
る
こ
と
は
妥
当
だ
と
い
う
見
解
を
包
含
す
る
語
と
し
て

用
い
る
こ
と
と
す
る
。
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だ
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
（D

avid M
iller

）
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正

義
」
を
し
り
ぞ
け
な
が
ら
も
、
単
一
の
分
配
的
正
義
の
構
想
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
す
る
こ
と
を
含
意
し
な
い
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
」

の
存
在
を
認
め
て
い
る
。
彼
は
、
分
配
的
正
義
の
構
想
は
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
異
な
り
、
ま
た
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
枠
内
で
も
っ
と
も
う

ま
く
実
現
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
単
一
の
分
配
的
正
義
の
構
想
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
用
い
る
こ
と
は
否
定
し
つ
つ
も
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
」

の
価
値
自
体
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
ミ
ラ
ー
の
議
論
の
場
合
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
」
と
は
、
基
本
的
人
権
の
保
障
、
搾

取
の
禁
止
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
己
決
定
の
尊
重
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
」
と

「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
」
と
を
明
確
に
区
別
し
て
用
い
る
こ
と
と
す（
6
）る。

　
本
稿
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
の
な
か
で
も
、
秩
序
構
想
と
動
機
の
問
題
に
と
く
に
着
目
す（
7
）る。
そ
の
際
、
本
稿
に
お
い
て
は
、

コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
対
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
対
抗
軸
に
し
た
が
い
、
議
論
を
お
こ
な
う
こ
と
と
す
る
。
秩
序
構
想
の
問
題
に
関
し

て
は
、
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
政
治
的
単
位
と
し
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
の
意
義
を
ど
の
程
度
認
め
る
べ
き
な
の
か
が
、
動
機
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
国
境
を
越
え
た
正
義
の
実
現
を
動
機
づ
け
得
る
も
の
は
何
だ
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
が
、
大
き
な
争
点
と
な
っ
て
い

る
。

　
本
稿
で
お
も
に
検
討
す
る
タ
ン
は
、
そ
の
主
著
た
る
『
境
界
な
き
正
義
』（Justice without Borders

）
に
お
い
て
、
一
般
的
に
対
立
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
が
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
議
論
を
展
開
し
、

秩
序
構
想
と
動
機
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
タ
ン
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
実
現
の
必
要
性
を
主
張
す
る
平
等
主
義

的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
支
持
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
リ
ベ
ラ
ル
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
う
え
で
、
国
境
を
越
え
た
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
動
機
に
つ
い
て
も
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

私
見
で
は
、
彼
の
議
論
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
架
橋
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い

る
も
の
の
、
秩
序
構
想
と
動
機
の
問
題
を
十
分
に
解
決
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
お
も
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に
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
タ
ン
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
立
場
を
架
橋
す
る
際
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
と
い
う
一
元
論
的
な
秩
序
観
を
議
論
の
理
論
的
前

提
と
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
も
親
和
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る
も
の
の
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
実
現
を
要
求
す
る
点
で
そ
う
し
た
議
論
を
実
質
的
に
切
り
崩
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル

な
次
元
で
公
正
な
財
の
分
配
に
関
す
る
合
意
が
存
在
し
な
い
こ
と
な
ど
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
は
、
実
現
が
困
難

で
あ
り
、
ま
た
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
ご
と
の
多
様
性
を
否
定
し
て
し
ま
う
た
め
望
ま
し
く
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
タ
ン
の
よ
う
に
グ

ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
動
機
を
探
究
す
る
必
要
性
は
あ
ま
り
な
い
だ
ろ
う
。
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
動
機
は
、
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
求
め
、
そ
れ
よ
り
も
薄
い
道
徳
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
実
現
す
る
た
め
の
動
機
に
つ
い
て
真
正

面
か
ら
取
り
組
む
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
は
、
お
も
に
『
境
界
な
き
正
義
』
に
お
け
る
タ
ン
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
け
る
秩
序
構
想
と
動
機
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
留
意
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
今
後
の
議
論
の
構

築
に
む
け
て
の
足
が
か
り
を
つ
く
り
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
本
稿
の
構
成
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
け
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
と
の
論
争
を
、
秩
序
構
想
と
動
機
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
概
観
す
る
。
第
三
章
で
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
と
を
架
橋
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
タ
ン
の
議
論
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
第
四
章
で
は
、
タ
ン
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
、
秩
序
構

想
と
動
機
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
第
五
章
で
は
、
全
体
の
ま
と
め
を
お
こ
な
う
。
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二
　
問
題
状
況

―
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
対
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
対
抗
軸

―

　
規
範
的
国
際
関
係
理
論
の
分
野
に
お
い
て
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
が
活
発
な
議
論
を
展
開
し
て
き
た
。
い
わ

ゆ
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
‐
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
」（cosm

opolitan-com
m
unitarian debate

）
で
あ（
8
）る。

ク
リ
ス
・
ブ
ラ
ウ
ン

（Chris Brow
n

）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
論
争
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
‐
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
い
う
対
抗
軸
は
、
規
範
的
国
際
関
係
理
論
に
お
け
る
も
っ
と
も
中
心
的
な
問
い
と
直
接
的
に
か
か
わ
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
道
徳
的
価
値
は
、
全
体
と
し
て
の
人
類
で
は
な
く
個
別
の
政
治
的
集
団
に
付
与
さ
れ
る
べ
き
か
、
あ
る
い
は
個
々
の
人
間
の
要

求
に
対
し
て
付
与
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
な
思
想
は
、
こ
こ
に
対
立
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
か
、
明
白
に

中
心
的
な
価
値
を
共
同
体
に
付
与
し
よ
う
と
す
る
。
一
方
で
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
思
想
は
、
道
徳
的
価
値
の
究
極
的
な
源
泉
を
共
同
体
で
は
な
い

何
か
に
求
め
、
共
同
体
に
中
心
的
な
地
位
を
与
え
る
こ
と
を
拒
絶
す（
9
）る。

　
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
の
あ
い
だ
の
近
年
の
論
争
は
、
こ
の
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
‐
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
論
争
」
と

通
底
す
る
も
の
で
あ
）
10
（
る
。

　
ま
ず
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
思
想
と
そ
の
秩
序
構
想
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
ト
マ
ス
・
ポ
ッ
ゲ
（Thom

as W
. Pogge

）
に
よ
れ

ば
、
あ
ら
ゆ
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
思
想
は
、
次
の
三
つ
の
要
素
を
共
有
し
て
い
る
と
い
）
11
（

う
。
す
な
わ
ち
、「
個
人
主
義
」

（individuality

）、「
普
遍
性
」（universality

）、「
一
般
）
12
（
性
」（generality

）
で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
シ
ャ
プ
コ
ッ
ト
（Richard Shapcott

）

は
、
ポ
ッ
ゲ
の
こ
う
し
た
指
摘
を
ふ
ま
え
、「
極
論
す
れ
ば
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
は
、
ど
こ
の
誰
で
あ
ろ
う
と
人
は
み
な
道
徳
的
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に
重
要
な
資
源
を
共
有
し
て
お
り
、
平
等
な
道
徳
的
尊
重
に
値
す
る
と
い
う
主
張
で
あ
）
13
（
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
思
想
の
特
徴
は
、『
正
義
論
』
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
に
適
用
し
よ
う
と
試
み
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ベ
イ
ツ

（Charles R. Beitz

）
ら
の
議
論
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
分
配
的
正
義
の
問
題
に
お
い
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
議
論

を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
地
球
上
の
す
べ
て
の
人
類
に
普
遍
的
か
つ
公
平
に
適
用
さ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的

正
義
の
構
想
と
し
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
論
じ
て
い
る
の
で
あ
）
14
（

る
。
こ
う
し
た
立
場
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
・
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ

ム
」（liberal cosm

opolitanism

）
と
呼
ば
れ
る
。

　
当
然
な
が
ら
、
そ
う
し
た
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
の
思
想
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
世
界
秩
序
構
想
で
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
重
要
な
地
位
を

与
え
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
個
人
主
義
、
普
遍
性
、
一
般
性
を
重
視
す
る
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
か
ら
す
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
平
等
に
処
遇
さ
れ
る
権
利
と
何
の
関
係
も
な
い
恣
意
的
な
性
）
15
（
質
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
と
り
わ
け
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」（liberal nationalism

）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
施
光
恒

に
よ
れ
ば
、「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
政
治
に
お
い
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
意
義
を
評
価

し
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
維
持
・
発
展
に
対
す
る
政
治
の
関
与
を
一
定
程
度
認
め
肯
定
す
る
が
、
そ
う
し
た
政
治
に
対
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な

制
約
も
ま
た
重
視
す
る
立
場
で
あ
る
と
規
定
で
き
）
16
（

る
」
と
い
）
17
（

う
。

　
分
配
的
正
義
に
関
し
て
い
え
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
理
論
家
は
、
そ
う
し
た
正
義
の
構
想
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
ま
た
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
内
部
で
も
っ
と
も
う
ま
く
実
現
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
構
想
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
す
る
こ
と

は
望
ま
し
く
な
い
だ
ろ
う
と
論
じ
）
18
（

る
。
彼
ら
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
の
原
理
の
重
要
性
や
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
共
同
体
の
有
す

る
動
機
づ
け
力
な
ど
に
鑑
み
、
一
つ
の
社
会
正
義
の
構
想
は
一
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
の
枠
内
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

　
本
稿
が
と
く
に
着
目
す
る
動
機
の
問
題
に
関
し
て
も
う
少
し
述
べ
て
お
け
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
理
論
家
は
、
共
通
の
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ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
有
す
る
人
々
の
あ
い
だ
で
は
、
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
動
機
が
生
じ
や
す
い
と
論
じ
る
。

そ
の
理
由
は
、
そ
う
し
た
人
々
の
あ
い
だ
に
は
、
連
帯
感
や
信
頼
感
と
い
う
感
情
が
生
ま
れ
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
ト
は
、
同
じ
ネ
イ
シ
ョ
ン
へ
の
帰
属
に
基
づ
く
そ
の
よ
う
な
感
情
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
現
在
の
世
界
で
分
配
的
正
義
を
実
現
す

る
こ
と
は
困
難
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ル
・
キ
ム
リ
ッ
カ
（W

ill Kym
licka

）
と
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
シ
ュ
ト
レ
ー
レ

（Christine Straehle
）
が
端
的
に
ま
と
め
て
い
る
よ
う
に
、

　
見
知
ら
ぬ
他
者
の
た
め
に
犠
牲
を
払
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
意
味
で
「
わ
れ
わ
れ
一
員
」
の
た
め
に
払
う
犠
牲
で
あ
る
に
は
、
与
え
る

者
と
与
え
ら
れ
る
者
を
結
び
つ
け
る
何
ら
か
の
共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
帰
属
意
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
犠
牲
は
報
わ
れ
る
だ
ろ
う

と
い
う
深
い
信
頼
感
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。〔
…
〕
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
こ
う
し
た

共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
信
頼
感
を
も
た
ら
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
現
代
世
界
で
は
、
他
の
い
か
な
る
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
、
親
族
集

団
や
信
仰
集
団
の
壁
を
越
え
て
、（
た
ん
に
緊
急
時
に
人
道
支
援
を
す
る
の
で
は
な
く
）
継
続
的
に
犠
牲
を
払
う
動
機
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
）
19
（
る
。

　
た
だ
し
、
先
述
し
た
と
お
り
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
ミ
ラ
ー
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
」

に
は
否
定
的
な
立
場
を
と
る
も
の
の
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
」
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
）
20
（
い
。
実
際
に
、
彼
は
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
正
義
の
義
務
と
し
て
、
基
本
的
人
権
の
保
障
義
務
、
搾
取
の
禁
止
義
務
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
の
援
助
義
務
を
あ
げ
て
い
）
21
（
る
。

ミ
ラ
ー
は
、
あ
る
一
つ
の
社
会
正
義
の
構
想
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
す
る
こ
と
は
否
定
す
る
一
方
で
、
そ
の
こ
と
を
含
意
し
な
い
「
グ

ロ
ー
バ
ル
な
正
義
」
の
重
要
性
は
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
世
界
秩
序
構
想
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
秩
序
構
想
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の

に
な
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
共
同
体
の
意
義
を
大
い
に
認
め
る
秩
序
構
想
に
な
る
。
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
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理
論
家
は
、
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
な
「
雑
居
型
」
の
世
界
で
は
な
く
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
と
い
う
単
位
に
重
要
性
を
認
め
る
「
棲
み
分
け
型
」
の
世

界
を
理
想
と
す
る
の
で
あ
）
22
（

る
。
こ
こ
で
い
う
「
棲
み
分
け
型
」
の
世
界
と
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
人
々
が
多
様
な
外
来
の
知
に
学
び
つ

つ
も
、
土
着
の
文
化
を
活
か
し
発
展
さ
せ
る
自
分
た
ち
の
国
作
り
に
従
事
し
、
公
正
に
棲
み
分
け
る
世
）
23
（
界
」
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
世

界
で
あ
れ
ば
、
分
配
的
正
義
の
構
想
（
お
よ
び
そ
れ
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
の
再
分
配
的
福
祉
政
策
）
の
多
様
性
を
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
神
島
裕
子
に
よ
れ
ば
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
の
あ
い
だ
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
論
争
が
あ
る
も
の
の
、
国
境
を
越

え
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
を
何
に
求
め
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
一
致
が
見
ら
れ
る
と
い
）
24
（

う
。
す
な
わ
ち
、
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ン
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
も
、
そ
う
し
た
動
機
は
人
権
の
尊
重
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
権
の
尊
重
と
い
う
「
動
機
へ
の
訴

え
は
、
ベ
イ
ツ
と
ポ
ッ
ゲ
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
な
ど
の
リ
ベ
ラ
ル
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
議
論
の
み
な
ら
ず
、
リ
ベ
ラ
ル
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

で
あ
る
ミ
ラ
ー
の
議
論
に
も
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
大
抵
の
人
の
理
性
と
感
情
に
働
き
か
け
て
、
彼
ら
の
行
動
を
方
向
づ
け
る
力
を

も
）
25
（

つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
だ
が
、
人
権
の
尊
重
と
い
う
動
機
が
本
当
に
国
境
を
越
え
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
た
り
得
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
。
実
際

問
題
、
人
権
の
よ
う
な
抽
象
的
原
理
の
尊
重
と
い
う
動
機
を
正
義
実
現
の
動
機
と
し
て
提
唱
す
る
論
者
に
対
し
て
は
、
い
く
つ
も
の
批
判

が
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
政
治
哲
学
者
の
パ
テ
ィ
・
タ
マ
ラ
・
レ
ナ
ー
ド
（Patti Tam

ara Lenard

）
は
、
動
機
づ
け
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の

議
論
の
一
つ
と
し
て
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
連
帯
の
正
義
に
基
づ
く
説
）
26
（

明
」（justice-based accounts of global solidarity

）
と
い
う
抽
象
的
な

原
理
に
動
機
づ
け
力
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
議
論
に
触
れ
、
批
判
的
に
考
察
し
て
い
）
27
（
る
。
レ
ナ
ー
ド
に
よ
れ
ば
、
こ
の
議
論
で
は
、「
な

ぜ
現
実
世
界
の
人
々
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
は
な
い
の
か
」
を
説
明
で
き
な
い
。
も
し
本
当
に
人
間
が
そ
う
し
た
原
理
で
十
分
に
動
機
づ

け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
実
世
界
の
人
々
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
義
務
を
果
た
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
果
た
そ
う
と
努
力
し
て
い
る
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は
ず
だ
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ま
た
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
ミ
ラ
ー
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を
実
現
す
る
動
機
に
つ
い
て
十
分
に
検
討
で
き
て
い
な
い

こ
と
を
批
判
さ
れ
て
い
）
28
（
る
。「
国
内
の
社
会
正
義
に
関
し
て
は
情
緒
的
動
機
の
側
面
が
重
視
さ
れ
、
国
際
社
会
の
正
義
の
問
題
に
つ
い
て

は
情
緒
的
側
面
に
触
れ
ず
抽
象
的
原
理
へ
の
訴
え
か
け
の
み
で
議
論
を
終
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
整
合
性
に
欠
け
）
29
（
る
」
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
も
、
国
境
を
越
え
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
に
関
し
て
は
十
分
な
議
論
を
展
開

で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
タ
ン
の
議
論

―
秩
序
構
想
と
動
機
の
問
題
を
中
心
に

―

　
本
章
で
は
、
タ
ン
の
議
論
を
概
観
す
る
。

　
第
一
節
で
は
、
タ
ン
の
『
境
界
な
き
正
義
』
を
お
も
に
参
照
し
な
が
ら
、
彼
が
い
か
に
し
て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
と
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
概
観
し
た
う
え
で
、
彼
の
秩
序
構
想
を
確
認
す
る
。
第
二
節
で
は
、
タ
ン
が
、
国
境
を
越
え

た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
述
べ
る
。

㈠
　
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
架
橋

　
ま
ず
、
タ
ン
の
立
場
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
伊
藤
恭
彦
に
よ
る
と
、
タ
ン
は
、「
現
実
に
近
づ
く
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」

の
理
論
家
の
一
人
で
あ
）
30
（

る
。
タ
ン
の
議
論
は
、
現
実
離
れ
し
た
も
の
に
な
り
が
ち
な
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
正
義
を
現
実
（
現
時
点
で
の

境
界
線
）
と
調
和
（
妥
協
）
さ
せ
よ
う
と
す
）
31
（
る
」
議
論
の
一
つ
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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タ
ン
は
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
平
等
主
義
的
な
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
る
。
彼
は
、
ロ
ー
ル
ズ
的
な
分
配
的
正
義
の

原
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
適
用
す
べ
き
だ
と
主
張
す
）
32
（

る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
枠
組
み
は
、
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
の
二
原
理

の
第
二
原
理
、
す
な
わ
ち
「
格
差
原
理
」（difference principle

）
と
「
公
正
な
機
会
均
等
」（equality of opportunity

）
を
満
た
す
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
単
一
の
分
配
的
正
義
の
原
理
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
タ
ン
の
議
論
は
、
ベ
イ

ツ
ら
の
議
論
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
タ
ン
は
、
他
の
多
く
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
は
異
な
り
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
主
張
に
対
し
て
も
一
定
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
み
ず
か
ら
の
主
張
す
る
平
等
主
義
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
架
橋
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。
こ
こ
で

留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
が
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
調
和
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
前
章
で
簡
単
に
概
観
し
た
リ
ベ
ラ
ル
な

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
）
33
（
る
。

　
タ
ン
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
普
遍
主
義
や
個
人
主
義
と
い
っ
た
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
を
重
ん
じ
な
が
ら
、「
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
自
己
決
定
」（national self-determ

ination
）
や
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
」（national culture

）
の
意
義
を
認
め
る
思
想
だ
と
い
）
34
（

う
。

　
ま
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
タ
ン
に
よ
る
と
、
個
人
主
義
者
で
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に

と
っ
て
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
が
重
要
な
の
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
自
体
が
卓
越
的
な
道
徳
的
価
値
を
享
受
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
諸
個
人
に
と
っ
て
価
値
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
）
35
（
る
」。
い
い
換
え
れ
ば
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
独
自
の
政
治
制
度
を
有
し
、

自
分
た
ち
の
将
来
を
自
分
た
ち
自
身
で
決
定
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
道
徳
的
に
重
要
な
共
同
体
だ
か
ら
で
は
な

く
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
帰
属
す
る
諸
個
人
に
と
っ
て
有
意
義
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
護
し
、
そ
れ
ら
の
あ
り
方
を
自
分
た
ち
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
に
は
、
そ
の
ネ
イ
シ
ョ

ン
が
自
決
を
達
成
で
き
て
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
普
遍
主
義
者
で
も

あ
る
た
め
、「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
の
権
利
が
、
す
べ
て
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
有
す
る
普
遍
的
な
権
利
だ
と
い
う
こ
）
36
（
と
」
も
認
め
る
と
い
う
。
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次
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
に
つ
い
て
で
あ
る
。
タ
ン
に
よ
る
と
、（
す
で
に
少
し
言
及
し
た
よ
う
に
）
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
的
文
脈
で
は
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
諸
価
値
が
実
現
さ
れ
や
す
い
た
め
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
は
重
要

だ
と
考
え
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
諸
価
値
と
は
た
と
え
ば
、
個
人
の
自
律
、
社
会
正
義
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
ど
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
個

人
主
義
者
で
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
か
ら
見
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
は
、
そ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
内
部
の
諸
個
人
に
と
っ

て
価
値
が
あ
る
た
め
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
以
下
の
二
つ
の
点
で
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
矛
盾
す
る
と
一
般
的

に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
第
一
に
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
の
原
理
、
お
よ
び
ネ
イ
シ
ョ
ン
ご
と

に
固
有
の
政
治
制
度
を
重
要
視
す
る
た
め
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
制
度
よ
り
上
位
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
制
度
の
設
立
の
必
要
性
を
唱
え
る
と
考
え

ら
れ
て
い
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
矛
盾
す
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ナ
シ
ョ
ナ

ル
な
文
化
の
重
要
性
を
主
張
す
る
思
想
で
あ
る
た
め
、
個
人
の
特
定
の
文
化
へ
の
愛
着
に
疑
念
を
抱
く
思
想
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
コ
ス

モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
は
相
い
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
）
37
（

る
。

　
タ
ン
の
議
論
の
目
的
は
、
そ
の
よ
う
な
誤
っ
た
理
解
を
修
正
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
を
唱
え
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
リ

ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

　
で
は
、
タ
ン
は
、
い
か
に
し
て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
架
橋
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、

第
一
の
矛
盾
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

　
タ
ン
は
こ
こ
で
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
を
重
視
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
調
和
さ
せ
る
た

め
に
、「
制
度
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」（institutional cosm

opolitanism

）
と
「
道
徳
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」（m

oral 

cosm
opolitanism

）
と
い
う
区
別
を
用
い
、
議
論
を
展
開
し
て
い
）
38
（

る
。

　「
制
度
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
が
、
世
界
国
家
の
設
立
を
呼
び
か
け
る
立
場
で
あ
る
一
方
で
、「
道
徳
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
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は
、
た
ん
に
「
個
人
が
道
徳
的
価
値
や
関
心
の
究
極
的
単
位
）
39
（
だ
」
と
主
張
す
る
の
み
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
制
度
よ
り
上
位
の
制
度
の
設
立

の
必
要
性
を
訴
え
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
タ
ン
に
よ
れ
ば
、「
制
度
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
の
原
理
を
侵
害
す
る
世
界
国
家
の
設
立
を
主
張

す
る
た
め
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
矛
盾
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
道
徳
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
は
、
そ
う
し
た
グ

ロ
ー
バ
ル
な
制
度
の
設
立
を
要
求
し
な
い
た
め
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
矛
盾
し
な
い
。
つ
ま
り
、
タ
ン
の
提
唱
す
る
よ
う
な

グ
ロ
ー
バ
ル
な
平
等
主
義
に
基
づ
く
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
「
道
徳
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
の
立
場
を
と
る

場
合
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
の
理
念
を
重
視
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
調
和
的
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
第
二
の
矛
盾
に
つ
い
て
で
あ
る
。
タ
ン
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
、
文
化
に
重
き
を
置
く
リ

ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
架
橋
す
る
た
め
に
、「
文
化
に
関
す
る
教
説
と
し
て
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」（cosm

opolitanism
 as 

a doctrine about culture

）
と
「
正
義
に
関
す
る
教
説
と
し
て
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」（cosm

opolitanism
 as a doctrine about 

justice

）
と
い
う
区
分
を
使
い
な
が
ら
、
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
）
40
（

る
。

　
前
者
の
「
文
化
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
と
は
、
真
に
自
律
的
な
人
間
は
あ
る
特
定
の
文
化
か
ら
自
由
な
人
間
で
あ
る
と
考

え
、
人
々
の
特
定
の
文
化
へ
の
帰
属
に
批
判
的
な
態
度
を
と
る
立
場
で
あ
る
。
対
し
て
、
後
者
の
「
正
義
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ

ム
」
と
は
、
財
や
資
源
の
分
配
は
国
境
線
と
は
無
関
係
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
前
者
の
立
場
と
異

な
り
、
人
々
の
文
化
へ
の
所
属
に
つ
い
て
批
判
的
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
な
い
。

　
タ
ン
に
よ
れ
ば
、「
正
義
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
は
、（「
文
化
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
の
よ
う
に
）
人
々
の
特
定

の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
へ
の
所
属
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
。
換
言
す

れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
実
現
を
要
求
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
て
も
、
特
定
の
文
化
へ
の
愛
着
を
否
定
し
な
い

か
ぎ
り
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
両
立
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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秩
序
構
想
に
つ
い
て
、
タ
ン
は
、
目
指
す
べ
き
国
際
秩
序
と
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
間
の
経
済
的
平
等
が
達
成
さ
れ
た
国
際
秩
序
、
す
な
わ

ち
「
平
等
主
義
的
な
国
際
秩
序
」（egalitarian international order

）
で
あ
る
と
論
じ
）
41
（

る
。
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
重
視
す
る
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
に
関
し
て
い
え
ば
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
あ
い
だ
で
の
平
等
が
実
現
さ
れ
、
す
べ
て
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
自
決
を
達
成

し
た
国
際
秩
序
が
望
ま
し
い
と
い
）
42
（
う
。

　
タ
ン
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
間
で
の
平
等
を
重
視
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
が
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
自
決
を

達
成
す
る
こ
と
は
困
難
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
間
に
経
済
的
不
平
等
が
存
在
す
る
と
き
、
そ
の
不
平

等
は
国
際
社
会
に
お
け
る
影
響
力
の
差
と
密
接
に
か
か
わ
る
。
先
進
国
と
発
展
途
上
国
と
で
は
、
当
然
な
が
ら
先
進
国
の
方
が
グ
ロ
ー
バ

ル
な
意
思
決
定
（global decision-m

aking

）
に
お
け
る
影
響
力
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
貧
し
い
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
自
己

決
定
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
も
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意
思
決
定
、
つ
ま
り
貧
し
い
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
人
々
の
手
の
届
き
に
く
い
と
こ
ろ
で
の
意

思
決
定
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
自
決
を
十
分
に
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
）
43
（
る
。

　
タ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
、
つ
ま
り
ネ
イ
シ
ョ
ン
間
の
経
済
的
不
平
等
に
よ
っ
て
一
部
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
自
決
を
達
成
で
き

な
い
状
況
を
改
善
す
る
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
、
お
よ
び
国
際
的
平
等
を
実
現
す
る
ほ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、

　
も
し
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
、
自
決
の
理
念
を
普
遍
的
な
理
想
と
し
て
真
剣
に
受
け
と
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
、
国
際
的
平
等

主
義
者
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
決
と
い
う
目
標
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
ネ
イ
シ
ョ
ン
間
の
経
済
的
平
等
が
実
現
さ
れ
た
環
境
下
で
の
み
達
成
さ
れ

得
る
の
で
あ
）
44
（

る
。

　
こ
の
よ
う
に
タ
ン
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
だ
け
で
な
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
も
が
、
平
等
主
義
的
な
国
際
秩
序
の
実
現
を
目
指
す
べ
き
だ

と
い
う
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
タ
ン
は
さ
ら
に
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
「
悲
劇
的
な
葛
藤
」
と
い
う
議
論
を
用
い
て
説
明
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す
）
45
（
る
。

　
こ
の
悲
劇
的
な
葛
藤
と
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
）
46
（

る
。
ま
ず
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
、
移
民
を
制
限
す
る
こ
と

は
、
共
通
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
保
護
す
る
た
め
に
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
移
民
の
制
限
は
、
経
済
的
機
会

を
求
め
て
途
上
国
か
ら
先
進
国
に
移
動
す
る
人
々
の
機
会
を
は
く
奪
し
て
し
ま
う
。
い
い
換
え
れ
ば
、
機
会
の
均
等
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
な

考
え
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
移
民
の
問
題
を
目
の
前
に
し
て
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
、

ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
と
い
う
目
的
と
、
機
会
の
均
等
と
い
う
理
念
と
の
あ
い
だ
で
葛
藤
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
タ
ン
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
そ
う
し
た
葛
藤
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
先
述
の
よ
う
な
国
際
秩
序
、
す
な
わ
ち
平
等
主

義
的
な
国
際
秩
序
を
実
現
す
べ
き
だ
と
論
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
富
や
資
源
が
再
分
配
さ
れ
た
世
界
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
途
上
国
の
人
々
は

経
済
的
機
会
の
た
め
に
先
進
国
に
移
動
す
る
必
要
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
う
な
れ
ば
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
、
機
会
の
均
等
と

い
う
原
理
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
、
移
民
の
流
入
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
リ
ベ

ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
移
民
の
制
限
に
関
す
る
議
論
を
（
リ
ベ
ラ

ル
な
考
え
を
侵
害
す
る
こ
と
な
く
）
展
開
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
）
47
（
る
。

㈡
　
道
徳
的
領
域
の
拡
大
可
能
性

　
タ
ン
は
、
動
機
づ
け
に
関
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
議
論
、
す
な
わ
ち
共
通
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
が
道
徳
的
領
域
を
同
国

人
に
ま
で
拡
大
し
、
社
会
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
重
要
な
前
提
を
提
供
し
て
き
た
と
い
う
議
論
を
認
め
る
。
だ
が
、
彼
は
、
多
く
の
リ

ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
理
論
家
と
は
異
な
り
、
道
徳
的
領
域
が
国
民
国
家
を
も
越
え
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
す
る
可
能
性
も

指
摘
し
て
い
）
48
（

る
。
タ
ン
は
、
か
つ
て
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
が
単
一
の
分
配
的
正
義
の
構
想
が
適
用
さ
れ
得
る
道
徳
的
領
域
の
拡
大
を
可
能
に

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
今
度
は
そ
う
し
た
領
域
が
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
越
え
て
拡
大
し
、
将
来
的
に
は
よ
り
広
い
道
徳
的
領
域
が
形
成
さ
れ
る
可
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能
性
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
タ
ン
は
そ
の
点
に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
な
い
が
、
若
干
の

言
及
は
お
こ
な
っ
て
い
る
。
彼
は
、
人
々
が
、
教
育
を
受
け
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
動
機
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
）
49
（
る
。
国
境
を
越
え
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
を
教
育
に
よ
っ
て
調
達
し
よ
う
と
考
え

る
論
者
と
し
て
は
、
教
育
学
者
の
オ
ー
ド
リ
ー
・
オ
ス
ラ
ー
（Audrey O

sler

）
や
ヒ
ュ
ー
・
ス
タ
ー
キ
ー
（H

ugh Starkey

）、
哲
学
者
の

マ
ー
サ
・
ヌ
ス
バ
ウ
ム
（M

artha C. N
ussbaum

）
ら
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
タ
ン
の
議
論
の
特
徴
は
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
教
育
と
ナ

シ
ョ
ナ
ル
な
教
育
と
が
両
立
可
能
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
に
あ
る
と
い
え
）
50
（

る
。

　
タ
ン
は
こ
う
し
た
議
論
を
お
こ
な
う
に
際
し
て
、
エ
イ
ミ
ー
・
ガ
ッ
ト
マ
ン
（Am

y G
utm

ann

）
の
「
民
主
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

（dem
ocratic hum

anism

）
に
つ
い
て
の
議
論
に
依
拠
し
て
い
）
51
（
る
。
民
主
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
、「
市
民
た
ち
が
み
ず
か
ら
の
政
治
文

化
の
一
部
と
し
て
正
義

―
同
じ
市
民
、
な
ら
び
に
他
の
社
会
の
市
民
で
あ
る
同
じ
人
類
の
た
め
の
正
義

―
に
つ
い
て
熟
慮
す
る
よ
う

推
奨
す
る
教
育
を
支
持
す
）
52
（

る
」
思
想
を
指
す
。

　
タ
ン
は
、
こ
の
民
主
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
ふ
ま
え
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
教
育
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
教
育
と
は
矛
盾
し
な
い
と
考
察
し

て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、「
よ
い
愛
国
者
と
は
、
同
胞
国
民
の
利
益
と
い
う
限
定
さ
れ
た
利
益
を
越
え
て
、
外
国
人
の
利
益
に
も
配
慮
で

き
る
者
な
の
で
あ
）
53
（
る
」。
つ
ま
り
、
タ
ン
は
、
既
存
の
教
育
に
加
え
て
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
教
育
も
実
施
し
て
い
く
こ
と
で
、「
外
国
人

の
利
益
に
も
配
慮
で
き
る
」
愛
国
者
を
生
み
だ
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
　
批
判
的
検
討

　
本
章
で
は
、
前
章
で
概
観
し
た
タ
ン
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
け
る
秩
序
構
想
と
動
機
の
問
題
に
つ
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い
て
考
察
す
る
。

　
第
一
節
で
は
、
タ
ン
が
『
境
界
な
き
正
義
』
に
お
い
て
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
架
橋
し
、
そ
の
う
え
で
平

等
主
義
的
な
秩
序
構
想
を
提
唱
し
て
い
る
と
き
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
と
の
区
分
の
必
要
性
を
軽
視
す
る
傾
向
が

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
第
二
節
で
は
、
そ
の
傾
向
が
、
国
境
を
越
え
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
も
見
ら
れ
る
こ

と
を
批
判
す
る
。

㈠
　
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
と
の
区
分
の
必
要
性

　
前
章
で
概
観
し
た
よ
う
に
、
タ
ン
は
、
平
等
主
義
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
や
文
化
の
原
理
に
も
一
定

の
理
解
を
示
し
、「
道
徳
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
や
「
正
義
に
関
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
を
重
視
し
た
議
論
を
展
開
す
る
も

の
の
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
、
お
よ
び
平
等
主
義
的
な
国
際
秩
序
構
想
の
実
現
を
主
張
す
る
時
点
で
、
そ
う
し
た
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
に
親
和
的
な
議
論
は
切
り
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
、
タ
ン
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
や
文
化
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
国
内
的
な
分
配
的
正
義
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
と
の

あ
い
だ
に
は
、
明
確
に
線
を
引
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
よ
う
な
も
の
は
志
向
す

べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
ミ
ラ
ー
が
述
べ
る
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
に
お
い
て
は
、
財
の
公
正
な
分
配
に
関
す
る
合
意
が
存
在
す

る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
は
、
基
本
的
人
権
の
よ
う
な
最
低
限
の
も
の
を
定
め
る
も
の
を
の
ぞ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
合
意
は
存
在
し

な
い
か
ら
で
あ
）
54
（
る
。
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
に
は
、
人
々
の
あ
い
だ
に
平
等
に
つ
い
て
の
共
通
の
理
解
が
存
在
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で

あ
る
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
レ
ベ
ル
で
は
そ
う
し
た
も
の
は
見
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
こ
で
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
は
困
難
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
合
意
が
な
い
と
こ
ろ
に
無
理
に
合
意
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
す
れ
ば
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
ご
と
の
多
様
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
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う
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
（M

ichael W
alzer

）
も
指
摘
し
て
い
る
。
道
徳
に
つ
い
て
の
語
り
を
厚
い

（thick
）
も
の
と
薄
い
（thin

）
も
の
と
に
区
分
す
る
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
分
配
的
正
義
に
つ
い
て
の
語
り
は
厚
い
語
り
で
あ
り
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
通
用
す
る
も
の
で
は
な
）
55
（
い
。
財
の
分
配
に
関
す
る
「
語
り
は
言
語
か
ら
見
る
と
特
有
の
言
葉
遣
い
に
満
ち
て
い
る

し
、
文
化
的
な
言
及
対
象
か
ら
見
る
と
個
別
主
義
者
の
も
の
で
あ
り
、
歴
史
に
依
存
し
、
こ
と
こ
ま
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
二

つ
の
意
味
で
状
況
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
）
56
（
る
」。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
に
よ
る
と
、「
分
配
的
正
義
の
思
想
は
、
そ
こ
に
お
い
て
分
配
が
お
こ
な
わ

れ
る
境
界
づ
け
ら
れ
た
世
界
を
前
提
と
す
）
57
（

る
」
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
タ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
反
論
と
は
す
な
わ
ち
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
平
等

（
不
平
等
）
の
測
定
基
準
と
し
て
、
た
と
え
ば
開
発
経
済
学
に
お
け
る
「
人
間
開
発
」（hum

an developm
ent

）
の
指
数
を
据
え
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
人
間
開
発
指
数
の
よ
う
に
、
広
範
で
文
化
横
断
的
な
平
等
に
関
す
る
合
意
は
存
在
す
る
の
だ
、
と
い
う

反
論
で
あ
）
58
（

る
。

　
ミ
ラ
ー
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
平
等
の
基
準
と
し
て
、
人
間
開
発
指
数
を
使
お
う
と
す
る
議
論
を
批
判
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
指

数
は
、
そ
も
そ
も
の
平
等
の
意
味
を
特
定
す
る
に
は
役
立
た
な
い
か
ら
で
あ
）
59
（

る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
開
発
指
数
で
は
、

「
不
平
等
の
言
語
道
断
な
形
態
に
つ
い
て
は
確
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、（
機
会
の
）
平
等
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
特
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
）
60
（

る
」。
ミ
ラ
ー
の
指
摘
が
正
し
け
れ
ば
、
タ
ン
の
反
論
は
、
あ
ま
り
十
分
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
平
等
主
義
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
に
基
づ
く
タ
ン
の
国
際
秩
序
構
想
も
、
不
十
分
な
も
の
だ
と

い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
実
現
を
前
提
と
す
る
平
等
主
義
的
な
国
際
秩
序
構
想
は
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
し
た
秩
序
構
想
は
、
ど
う
し
て
も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
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定
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
価
値
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
て
、
タ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
だ
ろ
）
61
（

う
。
す
な
わ
ち
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
「
リ
ベ
ラ

ル
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
彼
ら
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
に
対
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
制
約
」
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
富
や
資
源

の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
再
分
配
は
、
そ
う
し
た
「
リ
ベ
ラ
ル
な
制
約
」
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
、
と
。

　
だ
が
、
も
し
本
当
に
平
等
主
義
的
な
国
際
秩
序
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ま
た
そ
の
過
程
で
大
規
模
な
富
や
資
源
の
再
分
配
を
お
こ

な
お
う
と
す
れ
ば
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
自
己
決
定
の
権
利
を
は
く
奪
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
）
62
（
う
。
国
際
的
な
平
等
の
実
現
の
た

め
に
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
が
か
か
る
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
そ
の
あ
い
だ
、
自
決
を
達
成
で
き
な
け
れ
ば
、
将
来
的
に
大
き

な
禍
根
を
残
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
）
63
（
る
。
タ
ン
の
議
論
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
の
価
値
に
理
解
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
要
求
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
実
質
的
に
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
も
タ
ン
は
、
国
際
的
な
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
自
決
の
権
利
を
は
く
奪
さ
れ
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
こ

と
だ
と
反
論
す
る
だ
ろ
う
。
彼
に
と
っ
て
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
自
決
を
達
成
し
、
独
自
の
分
配
的
正
義
の
構
想
を
実
現
す
る
こ
と
の
価
値

は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
の
価
値
よ
り
下
位
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
分
配
的
正
義
、
そ
し
て
国
際
的
な
平
等
の
実
現
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
社
会
正
義
を
追
求
す
る
た
め
に
達
成
し
て
お
か
ね

ば
な
ら
な
い
前
提
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
）
64
（
る
。

　
レ
ナ
ー
ド
と
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ム
ー
ア
（M

argaret M
oore

）
は
、
こ
う
し
た
タ
ン
の
議
論
に
対
し
て
、
人
類
に
対
す
る
一
般
的
な
義

務
が
い
つ
も
同
胞
国
民
に
対
す
る
特
別
な
義
務
よ
り
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
反
論
し
て
い
）
65
（

る
。
各
ネ

イ
シ
ョ
ン
の
自
決
の
達
成
、
お
よ
び
独
自
の
社
会
正
義
の
構
想
の
実
現
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
と
国
際
的
な
平
等
の
実
現
よ
り

も
優
先
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
タ
ン
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
の

価
値
に
も
重
き
を
置
き
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
場
合
が
存
在
す
る
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
）
66
（
る
。
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な
お
、
タ
ン
は
、
国
際
的
平
等
の
実
現
の
必
要
性
を
主
張
す
る
際
の
論
拠
と
し
て
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
間
の
経
済
的
不
平
等
に
と
も
な
う
国

際
社
会
に
お
け
る
発
言
力
の
差
を
あ
げ
て
い
る
が
、
こ
の
論
法
に
は
飛
躍
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
不
平
等
に
よ
っ
て
グ
ロ
ー
バ
ル
な
意

思
決
定
に
十
分
に
参
加
で
き
ず
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
を
達
成
で
き
な
い
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
経
済
的
地
位
が
低
い

ネ
イ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
も
そ
う
し
た
意
思
決
定
に
加
わ
れ
る
よ
う
な
制
度
的
工
夫
を
お
こ
な
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
グ
ロ
ー

バ
ル
な
分
配
的
正
義
を
実
現
し
、
い
ま
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
も
っ
て
い
る
自
決
権
を
は
く
奪
し
て
し
ま
う
の
は
、
や
は
り
本
末
転
倒
だ
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
ミ
ラ
ー
ら
の
議
論
を
援
用
し
な
が
ら
、
タ
ン
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
て
き
た
。
こ
こ
で
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
上
述

し
た
よ
う
に
、
ミ
ラ
ー
ら
は
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
」
は
否
定
し
つ
つ
も
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
」
の
重
要
性
は
認
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ミ
ラ
ー
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
義
務
と
し
て
、
基
本
的
人
権
の
保
障
義
務
、
搾
取
の
禁
止
義
務
、

ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
の
援
助
義
務
を
あ
げ
て
い
る
。

　
ミ
ラ
ー
は
、
基
本
的
人
権
と
い
う
原
理
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
原
理
た
り
得
る
理
由
に
つ
い
て
説
明
す
る
際
、
ジ
ョ
エ
ル
・
フ
ァ
イ

ン
バ
ー
グ
（Joel Feinberg

）
の
「
要
比
較
的
な
原
理
」（com

parative principle

）
と
「
無
比
較
的
な
原
理
」（noncom

parative principle

）

と
い
う
区
別
を
参
照
し
て
い
）
67
（

る
。
こ
こ
で
の
要
比
較
的
な
原
理
と
は
、
あ
る
人
の
状
況
と
他
の
人
々
の
状
況
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
評
価

で
き
る
原
理
で
あ
り
、
無
比
較
的
な
原
理
と
は
、
あ
る
人
と
他
の
人
々
の
状
況
と
を
比
較
す
る
こ
と
な
く
評
価
可
能
な
原
理
で
あ
る
。
ミ

ラ
ー
は
、
平
等
の
原
理
が
要
比
較
的
な
正
義
の
原
理
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
人
権
の
原
理
は
無
比
較
的
な
正
義
の
原
理
で
あ
る
と
述
べ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
要
比
較
的
な
原
理
（
平
等
の
原
理
）
が
、
あ
る
一
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
の
内
部
で
し
か
通
用
し
な
い
一
方
で
、
無
比

較
的
な
原
理
（
人
権
の
原
理
）
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
通
用
す
る
の
で
あ
る
。

　
人
権
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
原
理
で
あ
り
得
る
と
い
っ
て
も
、
当
然
な
が
ら
、
一
般
的
に
人
権
と
呼
ば
れ
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
そ

う
し
た
原
理
た
り
得
る
わ
け
で
は
な
）
68
（
い
。
ミ
ラ
ー
は
、
基
本
的
人
権
を
特
定
す
る
際
、
人
間
の
「
基
本
的
ニ
ー
ズ
」（basic needs

）
に
訴
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え
か
け
る
方
法
を
用
い
）
69
（
る
。
こ
こ
で
の
「
ニ
ー
ズ
と
は
、
害
悪
を
被
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
必
要
と
な
る
事
物
や
条
件
を
指
）
70
（
す
」。
こ
う
し

た
ニ
ー
ズ
を
あ
る
人
が
確
保
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
人
は
基
本
的
権
利
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

ミ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
人
々
の
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
の
義
務
を
喚
起
し
得
る
の
で
あ
る
。

　
タ
ン
の
い
う
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
悲
劇
的
な
葛
藤
に
関
し
て
い
え
ば
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
基
本
的
人
権
の
保
障
義
務

や
搾
取
の
禁
止
義
務
、
お
よ
び
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
の
援
助
義
務
を
果
た
す
こ
と
で
、
移
民
の
制
限
を
お
こ
な
う
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
）
71
（
る
。
換
言
す
れ
ば
、
タ
ン
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
、
お
よ
び
平
等
主
義
的
な
国
際
秩
序
を
実
現
す
る
こ

と
で
、
移
民
を
正
当
に
制
限
し
得
る
と
主
張
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
国
作
り
の
援
助
な
ど
を
と
お
し
て
公
正
な
「
棲
み
分
け
型
」
の

世
界
を
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
移
民
政
策
を
み
ず
か
ら
決
定
す
る
権
利
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
で
あ
れ
ば
、「
リ
ベ
ラ
ル
な
制
約
」
を
ネ
イ
シ
ョ
ン
に
課
し
つ
つ
も
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
の
価
値
を
尊
重
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
当
然
な
が
ら
、
基
本
的
人
権
の
保
障
、
搾
取
の
禁
止
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
の
達
成
の
援
助
と

い
う
「
リ
ベ
ラ
ル
な
制
約
」
は
、
タ
ン
の
提
唱
す
る
「
リ
ベ
ラ
ル
な
制
約
」、
す
な
わ
ち
国
際
的
平
等
に
比
べ
て
薄
い
も
の
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
彼
は
こ
の
結
論
に
は
納
得
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
議
論
は
タ
ン
と
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
の
落
と
し

ど
こ
ろ
と
し
て
は
妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
）
72
（

る
。

㈡
　
動
機
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
論
じ
る
べ
き
か

　
国
境
を
越
え
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
に
関
し
て
、
タ
ン
は
、
次
の
よ
う
な
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成

が
道
徳
的
領
域
の
拡
大
を
可
能
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。
教
育
と
い
う
手
段
を

と
お
し
て
、
同
国
人
の
利
益
だ
け
で
な
く
外
国
人
の
利
益
を
も
考
慮
で
き
る
人
々
を
生
み
だ
す
べ
き
だ
、
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

　
私
は
、
国
境
を
越
え
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
を
教
育
か
ら
調
達
し
よ
う
と
す
る
議
論
は
、
大
変
有
意
義
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
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た
と
え
ば
、
教
育
を
と
お
し
て
途
上
国
の
人
々
が
置
か
れ
て
い
る
境
遇
を
先
進
国
の
人
々
に
伝
え
る
こ
と
は
、
人
道
支
援
を
動
機
づ
け
る

う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
教
育
を
既
存
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
教
育
と
と
も
に
実
施

す
る
こ
と
は
、
有
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
タ
ン
が
そ
の
実
現
に
む
け
て
人
々
を
動
機
づ
け
た
い
と
考
え
て
い
る
の
は
、「
グ
ロ
ー
バ

ル
な
分
配
的
正
義
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
と
比
べ
て
は
る
か
に
弱
い
基
本
的
人
権
の
保
障
の
よ
う
な
正

義
で
さ
え
、
現
在
の
世
界
で
は
十
分
に
実
現
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
に
継
続
的
な
犠
牲
を
求
め
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配

的
正
義
を
実
現
す
る
動
機
を
教
育
に
よ
っ
て
調
達
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

　
タ
ン
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
教
育
を
通
じ
て
人
々
に
共
通
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
連
帯
意
識
を
提
供
し
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、

そ
れ
は
可
能
だ
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
、
い
か
な
る
教
育
を
実
施
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
か
を
十

分
に
示
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
教
育
に
よ
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
次
元
で
人
々

に
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
動
機
を
与
え
て
き
た
の
か
を
確
認
し
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
こ
と
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
も
実
現
可
能
な

の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　
キ
ム
リ
ッ
カ
に
よ
れ
ば
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
お
も
に
言
語
教
育
と
歴
史
教
育
に
よ
っ
て
、
社
会
正
義
の
実
現
に
不
可
欠
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
育
ん
で
き
）
73
（
た
。
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
、
共
通
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
築
す
る
た
め
に
、
教
育
を
と

お
し
て
人
々
に
言
語
と
歴
史
の
共
有
を
う
な
が
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
共
通
の
言
語
や
歴
史
を
教
育
を
と
お
し
て
普
及
さ
せ
る
こ
と
は
、
や
は
り
困
難
だ
と
思
わ
れ

る
（
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
普
及
さ
れ
た
言
語
や
歴
史
は
、
一
国
内
の
そ
れ
と
比
べ
て
か
な
り
薄
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
）。
も
し
強
引
に
そ
う
し

た
教
育
を
実
施
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
教
育
は
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
し
ま
い
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
文
化
の
独
自
性
や
共
通
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
感
覚
は
薄
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
内
部
で
の
連
帯
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意
識
も
薄
れ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
動
機
を
人
々
に
提
供
す
る
こ
と
は
、
や

は
り
む
ず
か
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
前
節
で
の
議
論
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
実
際
に
道
徳
的
領
域
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
拡
大
し
得
る
の
か
は
さ
て
お
き
、
そ
も
そ
も
こ
う
し

た
動
機
に
つ
い
て
の
語
り
方
、
す
な
わ
ち
人
々
の
道
徳
的
領
域
を
拡
大
す
る
こ
と
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
動
機
を
得

よ
う
と
す
る
語
り
方
は
適
切
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
」
を
実
現
す
る
た
め
の
動
機
に
つ
い
て

考
察
す
る
の
で
は
な
く
、
国
内
的
な
社
会
正
義
と
は
区
別
さ
れ
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
」
を
実
現
す
る
動
機
に
つ
い
て
論
じ
る
べ
き
で

は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
公
正
な
財
の
分
配
に
関
す
る
合
意
が
存
在
し
な
い
た
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
実
現
が
困
難
な
の
で

あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
を
探
究
す
る
必
要
性
は
あ
ま
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
分
配
的
正
義
の
よ

う
な
厚
い
道
徳
を
実
現
す
る
動
機
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
や
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
求
め
、
薄
い
道
徳
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
実
現

す
る
た
め
の
動
機
、
お
よ
び
他
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
決
を
尊
重
し
必
要
で
あ
れ
ば
援
助
す
る
た
め
の
動
機
に
つ
い
て
、
真
正
面
か
ら
取
り

組
む
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
国
内
的
な
分
配
的
正
義
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
と
を
明
確
に
線
引
き
し
た
う
え
で
、
後
者
の
正
義

を
実
現
す
る
動
機
を
真
剣
に
考
察
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
　
結
　
語

　
以
上
、
本
稿
で
は
、
タ
ン
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
を
と
お
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
け
る
秩
序
構
想
と
動
機
の

問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

　
第
二
章
で
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
に
お
け
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
の
論
争
を
、
秩
序
構
想
と
動
機
の
問
題
に
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着
目
し
な
が
ら
概
観
し
た
。
い
ず
れ
の
陣
営
も
、
国
境
を
越
え
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
に
つ
い
て
は
十
分
な
議
論
を
展
開
で
き
て
い
な

い
こ
と
を
示
し
た
。
ど
ち
ら
も
、
そ
う
し
た
動
機
と
し
て
人
権
の
尊
重
と
い
う
動
機
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
の
み
で
は
人
々
を
十
分
に

行
動
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
あ
る
。

　
第
三
章
で
は
、
タ
ン
の
『
境
界
な
き
正
義
』
を
お
も
に
参
照
し
な
が
ら
、
彼
の
議
論
を
確
認
し
た
。
タ
ン
は
、
平
等
主
義
的
な
コ
ス
モ

ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
を
支
持
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
リ
ベ
ラ
ル
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
架
橋
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配

的
正
義
の
実
現
を
要
求
す
る
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
を
重
視
す
る
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
相
反
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
間
違
い
だ
と
い
う
。
彼
に
よ
る
と
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ

ズ
ム
が
「
道
徳
的
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
や
「
正
義
に
関
す
る
教
説
と
し
て
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
で
あ
る
場
合
、
リ
ベ
ラ
ル
・

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
タ
ン
は
、
目
指
す
べ
き
国
際
秩
序
と
し
て
、
平
等
主
義
的
な
国
際
秩
序
を
あ
げ
て
い
た
。
そ
の
国
際
秩
序
構
想
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分

配
的
正
義
の
実
現
を
前
提
と
し
た
秩
序
構
想
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
タ
ン
は
、
国
境
を
越
え
た
正
義
を
実
現
す
る
た
め
の
動
機
に
関
し
て
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
形
成
が
道
徳
的
領
域
の
拡
大
を
可
能
と

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
領
域
が
グ
ロ
ー
バ
ル
に
広
が
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
議
論
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。

　
第
四
章
で
は
、
タ
ン
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
し
、
秩
序
構
想
と
動
機
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
第
一
節
で
は
、
タ

ン
が
、
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
を
架
橋
し
、
そ
の
う
え
で
平
等
主
義
的
な
秩
序
構
想
を
提
唱
す
る
際
、
グ
ロ
ー
バ

ル
な
社
会
と
い
う
一
元
論
的
な
秩
序
観
を
議
論
の
理
論
的
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
平
等
に
関
す
る

合
意
が
存
在
し
な
い
こ
と
な
ど
を
考
え
れ
ば
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
単
一
の
構
想
の
導
出
、
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
平
等
主
義

的
な
国
際
秩
序
の
実
現
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
望
ま
し
く
も
な
い
だ
ろ
う
、
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
節
で
は
、
国
境
を
越
え
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
に
関
す
る
タ
ン
の
議
論
を
批
判
し
た
。
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
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ル
な
次
元
で
公
正
な
財
の
分
配
に
関
す
る
合
意
が
存
在
し
な
い
た
め
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
実
現
が
困
難
な
の
で
あ
れ
ば
、
そ

う
し
た
正
義
を
実
現
す
る
動
機
を
探
究
す
る
必
要
性
は
あ
ま
り
な
い
。
分
配
的
正
義
を
実
現
す
る
動
機
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
や
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
か
ら
調
達
し
、
そ
れ
よ
り
も
薄
い
道
徳
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
実
現
す
る
た
め
の
動
機
に
つ
い
て
真
正
面
か
ら
取
り
組

む
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
の
議
論
で
得
ら
れ
た
結
論
は
、「
分
配
的
正
義
の
よ
う
な
厚
い
道
徳
を
実
現
す
る
動
機
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
や
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
に
求
め
、
薄
い
道
徳
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
実
現
す
る
た
め
の
動
機
、
お
よ
び
他
の
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
自
決
を
尊
重
し
必
要
で

あ
れ
ば
援
助
す
る
た
め
の
動
機
に
つ
い
て
、
真
剣
に
取
り
組
む
べ
き
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
は
、
そ
う
し
た
グ
ロ
ー
バ
ル

な
正
義
実
現
の
動
機
を
導
き
だ
す
た
め
の
議
論
を
本
格
的
に
構
築
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
1
）  

こ
う
し
た
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、
伊
藤
恭
彦
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス

―
公
正
な
地
球
社
会
を
め
ざ
す
規
範
」
川
崎

修
編
『
岩
波
講
座
　
政
治
哲
学
6
　
政
治
哲
学
と
現
代
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
、
二
二
三
―
二
二
五
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
2
）  

本
稿
で
は
、「
社
会
正
義
」（social justice
）
と
い
う
概
念
を
、
分
配
的
正
義
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
用
い
る
。
実
際
、『
正
義
論
』
以
降
、
分
配

的
正
義
は
、
社
会
正
義
の
別
称
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
。See Boucher, D. and Kelly, P., 

“Introduction,

” in Boucher, D. and Kelly, P. 

（eds.

）, Social Justice: From
 H

um
e to W

alzer, London: Routledge, 1998, p. 1.

〔「
序
論
」
飯
島
昇
藏
・
佐
藤
正
志
訳
者
代
表
『
社
会
正

義
論
の
系
譜

―
ヒ
ュ
ー
ム
か
ら
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
ま
で

―
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
二
年
、
三
頁
〕；

伊
藤
恭
彦
「
正
義

―
他
者
と

私
と
の
間
柄
の
正
し
さ

―
」
有
賀
誠
・
伊
藤
恭
彦
・
松
井
暁
編
『
現
代
規
範
理
論
入
門

―
ポ
ス
ト
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
新
展
開

―
』、
ナ

カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、
一
一
頁
。

（
3
）  Roem

er, J. E., Theories of D
istributive Justice, Cam

bridge: H
arvard U

niversity Press, 1996, p. 1.

〔
木
谷
忍
・
川
本
隆
史
訳
『
分

配
的
正
義
の
理
論
：
経
済
学
と
倫
理
学
の
対
話
』、
木
鐸
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
一
頁
〕。
な
お
、
本
稿
で
は
、
外
国
語
文
献
で
邦
訳
書
を
参
照
し

て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
訳
語
や
文
体
の
統
一
な
ど
の
た
め
に
訳
文
を
変
更
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

（
4
）  See ibid..

〔
同
右
〕。



グローバルな正義論における秩序構想と動機の問題をめぐって

121

（
5
）  See Raw

ls, J., A
 Theory of Justice, Revised Edition, Cam

bridge: H
arvard U

niversity Press, 1999, pp. 52 -56.

〔
川
本
隆
史
・
福

間
聡
・
神
島
裕
子
訳
『
正
義
論 

改
訂
版
』、
紀
伊
國
屋
書
店
、
二
〇
一
〇
年
、
八
三
―
八
九
頁
〕。

（
6
）  

マ
イ
ケ
ル
・
ウ
ォ
ル
ツ
ァ
ー
（M

ichael W
alzer

）
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
後
者
は
、
分
配
的
正
義
と
い
う
厚
い
（thick

）
道
徳
を
グ
ロ
ー
バ

ル
に
用
い
る
こ
と
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
は
、
そ
れ
よ
り
も
薄
い
（thin

）
道
徳
を
グ
ロ
ー
バ
ル
な
次
元
で
実
現
す
る
こ
と
を
含
意
す

る
も
の
で
あ
る
。See W

alzer, M
., Thick and Thin: M

oral A
rgum

ent at H
om

e and A
broad, N

otre D
am

e: U
niversity of N

otre 
D
am

e Press, 1994.

〔
芦
川
晋
・
大
川
正
彦
訳
『
道
徳
の
厚
み
と
広
が
り 

わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
ま
で
他
者
の
声
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
』、

風
行
社
、
二
〇
〇
四
年
〕。

（
7
）  

動
機
の
問
題
が
重
要
な
の
は
、
も
し
人
々
が
正
義
を
実
現
し
よ
う
と
十
分
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
安
定
的
に
実
現
す
る
こ

と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
神
島
裕
子
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ミ
ニ
マ
ム
の
実
現
と
維
持
に
お
い
て
、
人

び
と
は
自
ら
や
自
ら
の
家
族
、
そ
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
同
胞
な
ど
の
社
会
的
・
経
済
的
シ
ェ
ア
が
減
少
す
る
場
合
で
も
、
他
者
お
よ
び
他
の
ネ
イ

シ
ョ
ン
の
た
め
に
、
相
応
の
貢
献
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
自
己
犠
牲
を
と
も
な
う
そ
の
よ
う
な
行
為
に
は
動
機
が
不
可
欠
で
あ
る
」。

神
島
裕
子
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
の
論
争
」
施
光
恒
・
黒
宮
一
太
編
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
学

―
規
範
理
論
へ
の
誘
い

―
』、
ナ

カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
〇
頁
。

（
8
）  

こ
の
論
争
の
邦
語
で
の
概
観
と
し
て
は
、
押
村
高
『
国
際
政
治
思
想
　
生
存
・
秩
序
・
正
義
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
九
九
―
一
一
八

頁；

白
川
俊
介
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
力 
多
文
化
共
生
世
界
の
構
想
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
三
六
―
四
三
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
9
）  Brow

n, C., International Relations Theory: N
ew N

orm
ative A

pproaches, N
ew

 York: Colum
bia U

niversity Press, 1992, p. 12.

（
10
）  

参
照
、
神
島
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
の
論
争
」、
一
〇
二
頁
、
注
二
。

（
11
）  See Pogge, T., W

orld Poverty and H
um

an Rights: Cosm
opolitan Responsibilities and Reform

s, Second Edition, Cam
bridge: 

Polity Press, 2008, p. 175.

〔
立
岩
真
也
監
訳
『
な
ぜ
遠
く
の
貧
し
い
人
へ
の
義
務
が
あ
る
の
か

―
世
界
的
貧
困
と
人
権
』、
生
活
書
院
、
二

〇
一
〇
年
、
二
六
五
―
二
六
六
頁
〕。

（
12
）  

リ
チ
ャ
ー
ド
・
シ
ャ
プ
コ
ッ
ト
（Richard Shapcott

）
は
、
こ
の
「
一
般
性
」
と
い
う
概
念
は
、「
公
平
性
」（im

partiality

）
と
い
う
概
念

と
（
多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
）
ほ
と
ん
ど
同
じ
意
味
だ
と
述
べ
て
い
る
。See Shapcott, R., International Ethics: A

 Critical Introduction, 
Cam

bridge: Polity Press, 2010, p. 230, n. 1.

〔
松
井
康
浩
・
白
川
俊
介
・
千
知
岩
正
継
訳
『
国
際
倫
理
学
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
二
年
、

二
三
頁
、
注
一
〕。
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（
13
）  Ibid., p. 20.

〔
同
右
、
二
〇
頁
〕。

（
14
）  

こ
の
よ
う
な
説
明
の
仕
方
は
、
白
川
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
力
』、
三
八
―
四
一
頁
に
お
け
る
ベ
イ
ツ
の
議
論
の
概
観
を
参
考
に
し
た
。
ベ
イ

ツ
の
主
著
と
し
て
、Beitz, C. R., Political Theory and International Relations, Princeton: Princeton U

niversity Press, 1979.

〔
進

藤
榮
一
訳
『
国
際
秩
序
と
正
義
』、
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
〕
も
参
照
の
こ
と
。

（
15
）  Shapcott, International Ethics, p. 21.

〔
邦
訳
、
二
五
頁
〕。

（
16
）  
施
光
恒
「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」
施
光
恒
・
黒
宮
一
太
編
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
学

―
規
範
理
論
へ
の
誘

い

―
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
六
九
頁
。
こ
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
い
え
ば
、
本
稿
の
議
論
は
、「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
維
持
・

発
展
に
対
す
る
政
治
の
関
与
を
一
定
程
度
認
め
肯
定
」
し
な
が
ら
も
、「
そ
う
し
た
政
治
に
対
す
る
リ
ベ
ラ
ル
な
制
約
も
ま
た
重
視
」
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
17
）  

な
お
、
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
代
表
的
理
論
家
で
あ
る
ミ
ラ
ー
は
、「『
ネ
イ
シ
ョ
ン
』
と
は
、
政
治
的
自
己
決
定
を
お
こ
な
い
た

い
と
強
く
願
う
人
々
の
共
同
体
と
い
う
意
味
」
だ
と
論
じ
て
い
る
。M

iller, D., O
n N

ationality, O
xford: Clarendon Press, 1995, p. 19.

〔
富
沢
克
・
長
谷
川
一
年
・
施
光
恒
・
竹
島
博
之
訳
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
』、
風
行
社
、
二
〇
〇
七
年
、
三
五
頁
〕。
そ
の
う
え
で
、
彼

は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
を
、「（
1
）
共
有
さ
れ
た
信
念
と
相
互
関
与
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
、（
2
）
歴
史
の
な
か
で
長
期
に
わ
た
る
広
が
り
を
も
ち
、

（
3
）
そ
の
特
性
は
能
動
的
で
あ
り
、（
4
）
あ
る
特
定
の
領
土
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
し
て
（
5
）
固
有
の
公
共
文
化
に
よ
っ
て
他
の
共
同
体

か
ら
区
別
さ
れ
た
共
同
体
で
あ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。Ibid., p. 27.

〔
同
右
、
四
八
頁
〕。

（
18
）  

リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
社
会
正
義
論
と
し
て
は
、
ミ
ラ
ー
の
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
』（O

n N
ationality

）
の
ほ
か
に
、
次

の
文
献
も
と
り
わ
け
有
名
で
あ
る
。Canovan, M

., N
ationhood and Political Theory, Cheltenham

: Edw
ard Elgar, 1996, ch. 4.

そ
れ

以
外
の
議
論
と
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
も
参
照
の
こ
と
。Tam

ir, Y., Liberal N
ationalism

, Paperback Edition w
ith a new

 preface, 
Princeton: Princeton U

niversity Press, 1993, pp. 117 -121.
〔
押
村
高
・
高
橋
愛
子
・
森
分
大
輔
・
森
達
也
訳
『
リ
ベ
ラ
ル
な
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
と
は
』、
夏
目
書
房
、
二
〇
〇
六
年
、
二
五
九
―
二
六
五
頁
〕；

M
oore, M

., 

“Norm
ative Justifications for Liberal N

ationalism
: 

Justice, D
em

ocracy, and N
ational Identity,

” Nations and N
ationalism

, vol. 7, no. 1, 2001, pp. 3 -6.

こ
う
し
た
議
論
の
邦
語
で
の
概

観
と
し
て
、
施
光
恒
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
の
意
義
と
展
望

―
多
様
な
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
花
開
く
世
界
を
目
指
し

て
」
萩
原
能
久
編
『
ポ
ス
ト
・
ウ
ォ
ー
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
力
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
一
五
四
―
一
五
五
頁
な

ど
も
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
19
）  Kym

licka, W
. and Straehle, C., 

“Cosm
opolitanism

, N
ation-States, and M

inority N
ationalism

,

” in Kym
licka, W

., Politics in 
the Vernacular: N

ationalism
, M

ulticulturalism
, and Citizenship, O

xford: O
xford U

niversity Press, 2001, p. 225.

〔「
コ
ス
モ
ポ
リ

タ
ニ
ズ
ム
、
国
民
国
家
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
岡
﨑
晴
輝
・
施
光
恒
・
竹
島
博
之
監
訳
『
土
着
語
の
政
治 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
・
多
文
化
主
義
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
、
三
一
七
頁
〕。

（
20
）  See e.g. M

iller, D., 

“Justice and G
lobal Inequality,

” in H
urrell A. and W

oods, N. （eds.

）, Inequality, G
lobalization, and W

orld 
Politics, O

xford: O
xford U

niversity Press, 1999 M
iller, D., Citizenship and N

ational Identity, Cam
bridge: Polity Press, 2000, 

ch. 10.

（
21
）  

リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
と
し
て
は
、
た
と
え
ばM

iller, D., N
ational Responsibility and G

lobal Jus-
tice, O

xford: O
xford U

niversity Press, 2007.

〔
富
沢
克
・
伊
藤
恭
彦
・
長
谷
川
一
年
・
施
光
恒
・
竹
島
博
之
訳
『
国
際
正
義
と
は
何
か

―

グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
責
任
』、
風
行
社
、
二
〇
一
一
年
〕
が
有
名
で
あ
る
。
ミ
ラ
ー
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
論
の
邦
語
で
の

概
観
と
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
も
参
照
の
こ
と
。
施
光
恒
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
秩
序
構
想

―
Ｄ
・
ミ
ラ
ー
の
議
論
の
批
判

的
検
討
を
手
が
か
り
と
し
て

―
」
富
沢
克
編
『「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
再
検
討

―
国
際
比
較
の
観
点
か
ら
見
た
新
し
い
秩
序

像

―
』、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
二
年
、
一
四
二
―
一
四
三
頁；

白
川
俊
介
「
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ミ
ラ
ー
の
政
治
思
想
を
読
み
解
く

―

国
際
政
治
の
規
範
理
論
と
し
て
」『
政
治
思
想
学
会
会
報
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
二
年
、
八
―
一
〇
頁
。

（
22
）  

参
照
、
施
光
恒
「
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
世
界
を
疑
う

―
『
国
作
り
』
と
い
う
観
点
の
再
評
価
」
中
野
剛
志
編
『
成
長
な
き
時
代
の
「
国
家
」
を
構

想
す
る

―
経
済
政
策
の
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン

―
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
一
〇
年
、
三
二
三
―
三
二
四
頁；

白
川
『
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
力
』。

（
23
）  

施
「
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
世
界
を
疑
う
」、
三
二
四
頁
。

（
24
）  

参
照
、
神
島
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
と
の
論
争
」、
一
〇
〇
―
一
〇
一
頁
。

（
25
）  

同
右
、
一
〇
一
頁
。

（
26
）  See Lenard, P. T., 

“What Is Solidaristic about G
lobal Solidarity?

” Contem
porary Political Theory, vol. 9, 2010, pp. 105 -106.

（
27
）  See e. g. Lenard, P. T., 

“Motivating Cosm
opolitanism

? A Skeptical V
iew,

” in Brooks, T. （ed.

）, G
lobal Justice and International 

A
ffairs, Leiden: Brill, 2012, pp. 100 -107.

（
28
）  

参
照
、
施
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
秩
序
構
想
」、
一
四
四
―
一
五
五
頁；

Shirakaw
a, S., 

“A Philosophical Inquiry into 
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an Em
otional M

otivation for G
lobal Justice: Based on a Critical Reflection on D

avid M
iller

’s Argum
ents,

” Kwansei G
akuin 

U
niversity Social Sciences Review, vol. 22, 2018, pp. 42 -44.

（
29
）  

施
「
リ
ベ
ラ
ル
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
秩
序
構
想
」、
一
五
五
頁
。

（
30
）  
参
照
、
伊
藤
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
」、
二
三
五
―
二
三
七
頁
。

（
31
）  
同
右
、
二
三
五
頁
。

（
32
）  See Tan, K. C., Justice without Borders: Cosm

opolitanism
, N

ationalism
 and Patriotism

, Cam
bridge: Cam

bridge U
niversity 

Press, 2004, pp. 55 -61.

（
33
）  See ibid., p. 87.

（
34
）  See ibid., pp. 90 -92, 99.

（
35
）  Ibid., p. 99.

（
36
）  Ibid..

（
37
）  See ibid., p. 92.

（
38
）  See ibid., pp. 93 -96. 

こ
の
区
分
は
、
ベ
イ
ツ
の
議
論
に
基
づ
い
て
い
る
。See Beitz, C. R., 

“International Liberalism
 and D

istributive 
Justice: A Survey of Recent Thought,

” W
orld Politics, vol. 51, no. 2, 1999, p. 287. 

こ
う
し
た
議
論
の
邦
語
で
の
概
観
と
し
て
、
白
川

「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
力
」、
四
四
―
四
六
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
39
）  Tan, Justice without Borders, p. 94.

（
40
）  See ibid., pp. 96 -98. 

こ
の
よ
う
な
概
念
の
区
別
は
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
シ
ェ
フ
ラ
ー
（Sam

uel Scheffler

）
の
議
論
に
基
づ
い
て
い
る
。See 

Scheffler, S., Boundaries and A
llegiances: Problem

s of Justice and Responsibility in Liberal Thought, O
xford: O

xford U
niversity 

Press, 2001, p. 111.

（
41
）  See Tan, Justice without Borders, ch. 6.

（
42
）  See ibid., pp. 110 -123.

（
43
）  See ibid., pp. 118 -119.

（
44
）  Ibid., p. 121.

（
45
）  See ibid., pp. 123 -131.
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（
46
）  See ibid., pp. 124 -125.

（
47
）  See ibid., pp. 125 -126.

（
48
）  See ibid., pp. 103 -105. 

グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
を
実
現
す
る
動
機
に
関
す
る
タ
ン
の
議
論
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
も
参
照
の
こ
と
。Tan, 

K. C., 

“Boundary M
aking and Equal Concern,

” in Barry, C and Pogge, T. W
. 

（eds.

）, G
lobal Institutions and Responsibilities: 

A
chieving G

lobal Justice, O
xford: Blackw

ell, 2005, pp. 58 -61; Tan, K. C., 

“Cosm
opolitanism

 and Patriotism
,

” in Kym
licka, W

. 
and W

alker, K. 

（eds.

）, Rooted Cosm
opolitanism

: Canada and the W
orld, Vancouver: U

BC Press, 2012, pp. 38 -40; Tan, K. C., 

“Nation-Building and G
lobal Justice,

” in Leiser, B. M
. and Cam

pbell, T. D. 

（eds.

）, H
um

an Rights in Philosophy and Practice, 
London: Routledge, 2018, pp. 416 -419.

（
49
）  See Tan, 

“Cosm
opolitanism

 and Patriotism
,

” pp. 39 -40; Tan, 

“Nation-Building and G
lobal Justice,

” p. 417.

（
50
）  

ヌ
ス
バ
ウ
ム
ら
の
議
論
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
以
下
を
参
照
の
こ
と
。N

ussbaum
, M

. C., 

“Patriotism
 and Cosm

opolitanism
,

” in 
N
ussbaum

, M
. C., For Love of Country: D

ebating the Lim
its of Patriotism

, edited by Cohen, J., Boston: Beacon Press, 1996.

〔「
愛
国
主
義
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ニ
ズ
ム
」
辰
巳
伸
知
・
能
川
元
一
訳
『
国
を
愛
す
る
と
い
う
こ
と
　
愛
国
主
義
の
限
界
を
め
ぐ
る
論
争
』、
人
文

書
院
、
二
〇
〇
〇
年
〕；

O
sler, A. and Starkey, H

., Changing Citizenship: D
em

ocracy and Inclusion in Education, N
ew

 York: 
O
pen U

niversity Press, 2005.

〔
清
田
夏
代
・
関
芽
訳
『
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
と
教
育
　
変
容
す
る
世
界
と
市
民
性
』、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇

九
年
〕。
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
教
育
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
教
育
と
の
対
立
に
つ
い
て
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、
竹
島
博
之
「
公
教
育
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ

テ
ィ

―
愛
国
心
教
育
を
め
ぐ
る
議
論
を
題
材
に

―
」
施
光
恒
・
黒
宮
一
太
編
『
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
政
治
学

―
規
範
理
論
へ
の
誘

い

―
』、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
九
年
、
一
五
八
―
一
六
〇
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
51
）  

ガ
ッ
ト
マ
ン
の
議
論
と
し
て
は
、G

utm
ann, A., 

“Dem
ocratic Citizenship,

” in N
ussbaum

, M
. C., For Love of Country: D

ebating 
the Lim

its of Patriotism
, edited by Cohen, J., Boston: Beacon Press, 1996.

〔「
民
主
的
市
民
権
」
辰
巳
伸
知
・
能
川
元
一
訳
『
国
を
愛

す
る
と
い
う
こ
と
　
愛
国
主
義
の
限
界
を
め
ぐ
る
論
争
』、
人
文
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
〕
を
参
照
の
こ
と
。

（
52
）  Ibid., p. 70.

〔
同
右
、
一
二
三
頁
〕。

（
53
）  Tan, 

“Cosm
opolitanism

 and Patriotism
,

” p. 40.

（
54
）  See e.g. M

iller, D., Principles of Social Justice, Cam
bridge: H

arvard U
niversity Press, 1999, pp. 18 -19.

（
55
）  See W

alzer, Thick and Thin, ch. 2.

〔
邦
訳
、
第
二
章
〕。
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（
56
）  Ibid., p. 21.

〔
同
右
、
四
九
頁
〕。

（
57
）  W

alzer, M
., Spheres of Justice: A

 D
efense of Pluralism

 and Equality, N
ew

 York: Basic Books, 1983, p. 31.

〔
山
口
晃
訳
『
正
義

の
領
分

―
多
元
性
と
平
等
の
擁
護

―
』、
而
立
書
房
、
一
九
九
九
年
、
六
一
頁
〕。

（
58
）  See Tan, Justice without Borders, p. 103.

タ
ン
は
こ
う
し
た
反
論
を
お
こ
な
う
際
、
ヌ
ス
バ
ウ
ム
や
ア
マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
（Am

artya 
Sen

）
の
議
論
を
参
考
に
し
て
い
る
。
彼
女
ら
の
議
論
と
し
て
は
、Sen, A., D

evelopm
ent as Freedom

, O
xford: O

xford U
niversity Press, 

1999, ch. 4.

〔
石
塚
雅
彦
訳
『
自
由
と
経
済
開
発
』、
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
四
章
〕；

N
ussbaum

, M
. C., W

om
en and 

H
um

an D
evelopm

ent: The Capabilities A
pproach, Cam

bridge: Cam
bridge U

niversity Press, 2000, ch. 1.

〔
池
本
幸
生
・
田
口
さ
つ

き
・
坪
井
ひ
ろ
み
訳
『
女
性
と
人
間
開
発
』、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
第
一
章
〕
を
参
照
の
こ
と
。

（
59
）  See M

iller, N
ational Responsibility and G

lobal Justice, pp. 67 -68.

〔
邦
訳
、
八
二
―
八
四
頁
〕。

（
60
）  Ibid., p. 67.

〔
同
右
、
八
三
頁
〕。

（
61
）  See Tan, Justice without Borders, pp. 100 -101.

（
62
）  

本
当
に
資
源
の
平
等
を
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
文
化
の
一
部
は
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
タ
ン
を

批
判
し
た
も
の
と
し
て
、
次
も
参
照
の
こ
と
。W

alker, C., 

“A Troubled Reconciliation: A Critical Assessm
ent of Tan

’s Liberal  
Cosm

opolitanism
,

” Critical Review of International Social and Political Philosophy, vol. 15, no. 1, 2012, pp. 68 -70.

（
63
）  

グ
ロ
ー
バ
ル
な
平
等
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
己
決
定
に
関
す
る
ミ
ラ
ー
の
議
論
と
し
て
は
、M

iller, N
ational Responsibility and G

lobal  
Justice, pp. 68 -75.

〔
邦
訳
、
八
四
―
九
一
頁
〕
を
参
照
の
こ
と
。

（
64
）  See Tan, Justice without Borders, pp. 191 -193.
上
原
賢
司
に
よ
れ
ば
、
タ
ン
の
よ
う
な
「
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
の
議
論
に
お
い
て
は
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
枠
組
み
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
欠
か
せ
な
い
出
発
点
と
な
る
」
と
い
う
。
上
原
賢
司
『
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義

―
国
境

を
越
え
た
分
配
的
正
義
』、
風
行
社
、
二
〇
一
七
年
、
二
一
四
頁
、
注
四
七
。

（
65
）  See Lenard, P. T. and M

oore, M
., 

“A D
efence of M

oderate Cosm
opolitanism

 and/or Liberal N
ationalism

,

” in Kym
likca, W

. 
and W

alker, K. （eds.

）, Rooted Cosm
opolitanism

: Canada and the W
orld, Vancouver: U

BC Press, pp. 56 -57.

レ
ナ
ー
ド
と
ム
ー
ア

は
決
し
て
、
特
別
な
義
務
が
い
つ
も
一
般
的
な
義
務
よ
り
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。See ibid., p. 63.

（
66
）  

こ
こ
で
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
タ
ン
が
そ
の
著
書
『
正
義
・
制
度
・
運
』（Justice, Institutions, and Luck

）
に
お
い

て
、「
制
度
的
運
の
平
等
論
」（institutional luck egalitarianism

）
と
呼
ば
れ
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。See Tan, K. C., 
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Justice, Institutions, and Luck: The Site, G
round, and Scope of Equality, O

xford: O
xford U

niversity Press, 2012. 

こ
の
著
書
で
彼

は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
の
共
有
に
基
づ
く
特
別
な
義
務
は
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
背
景
的
正
義
」（background global justice

）
の
も
と
で
は
許
容

さ
れ
る
と
論
じ
て
い
る
。See ibid., pp. 173 -181. 

彼
の
議
論
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
制
度
的
運
の
平
等
論
で
は
、

運
の
平
等
論
は
、
個
人
で
は
な
く
制
度
、
つ
ま
り
グ
ロ
ー
バ
ル
な
基
本
構
造
に
適
用
さ
れ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
の
原
理
は
、
そ
の
よ
う

な
制
度
の
み
を
主
題
と
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
ネ
イ
シ
ョ
ン
の
活
動
の
背
景
的
枠
組
み
た
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
基
本
構
造
が
そ
う
し
た
正

義
に
適
っ
た
も
の
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
は
独
自
の
社
会
正
義
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
い
換
え
れ
ば
、
正
義
に
適
っ
た

グ
ロ
ー
バ
ル
な
基
本
構
造
の
枠
内
で
は
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
自
決
を
達
成
す
る
余
地
が
残
さ
れ
得
る
。
こ
の
よ
う
な
タ
ン
の
議
論
は
、
大
変
興
味

深
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
の
主
眼
は
あ
く
ま
で
も
『
境
界
な
き
正
義
』
に
お
け
る
タ
ン
の
議
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
に

置
か
れ
て
い
る
た
め
、
以
上
の
よ
う
な
議
論
の
検
討
に
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
『
正
義
・
制
度
・
運
』
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
若
干
言
及
す
る
に
留
め
た
い
。
タ
ン
の
制
度
的
運
の
平
等
論
へ
の
批
判
と
し
て
は
、Inoue, A., 

“Can Luck Egalitarianism
 Serve as 

a Basis for D
istributive Justice? A Critique of Kok-Chor Tan

’s Institutional Luck Egalitarianism
,

” Law and Philosophy, vol. 35, 
no. 4, pp. 404 -413

を
参
照
の
こ
と
。
こ
こ
で
の
タ
ン
の
議
論
を
邦
語
で
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、
井
上
彰
「
運
の
平
等
論
と
カ
タ
ス
ト
ロ

フ
ィ
」『
立
命
館
言
語
文
化
研
究
』
第
二
六
巻
第
四
号
、
二
三
九
、
二
四
三
―
二
四
四
頁
も
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
基
本
構
造
論
に
基
づ
く
グ

ロ
ー
バ
ル
な
分
配
的
正
義
論
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、
上
原
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
正
義
」、
一
二
〇
―
一
二
八
頁
も
参
照
。

（
67
）  See M

iller, D., 

“The Lim
its of Cosm

opolitan Justice,

” in M
apel, D. R. and N

ardin, T. 

（eds.

）, International Society: D
iverse 

Ethical Perspectives, Princeton: Princeton U
niversity Press, 1998, pp. 169 -171; Feinberg, J., 

“Noncom
parative Justice,

”  
Philosophical Review, vol. 83, no. 3, 1974.

〔「
無
比
較
的
正
義
」
嶋
津
格
・
飯
田
亘
之
編
／
監
訳
『
倫
理
学
と
法
学
の
架
橋
　
フ
ァ
イ
ン

バ
ー
グ
論
文
選
』、
東
信
堂
、
二
〇
一
八
年
〕。
こ
う
し
た
議
論
の
邦
語
で
の
概
観
と
し
て
、
松
元
雅
和
「
パ
ト
リ
オ
テ
ィ
ズ
ム
と
コ
ス
モ
ポ
リ
タ

ニ
ズ
ム
の
人
権
擁
護
」
萩
原
能
久
編
『
ポ
ス
ト
・
ウ
ォ
ー
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
の
構
想
力
』、
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
一
八

三
―
一
八
六
頁；

白
川
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
力
」、
四
七
―
四
八
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
68
）  

た
と
え
ば
、
ダ
ニ
エ
ル
・
Ａ
・
ベ
ル
（D

aniel A. Bell

）
も
、
人
権
に
は
、
普
遍
的
な
要
素
と
文
化
特
殊
的
な
要
素
と
が
含
ま
れ
る
と
論
じ

て
い
る
。See Bell, D. A., East M

eets W
est: H

um
an Rights and D

em
ocracy in East A

sia, Princeton: Princeton U
niversity Press, 

2000, ch. 1.

〔
施
光
恒
・
蓮
見
二
郎
訳
『「
ア
ジ
ア
的
価
値
」
と
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

―
東
洋
と
西
洋
の
対
話
』、
風
行
社
、
二
〇
〇

六
年
、
第
一
章
〕。
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（
69
）  See e. g. M

iller, N
ational Responsibility and G

lobal Justice, pp. 178 -185.

〔
邦
訳
、
二
一
五
―
二
二
一
頁
〕。

（
70
）  Ibid., p. 179.

〔
同
右
、
二
一
六
頁
〕。

（
71
）  

参
照
、
施
「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」、
七
八
―
七
九
頁；

施
「
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス
世
界
を
疑
う
」、
三
二
二
―
三
二
四

頁
。
施
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
移
民
政
策
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
権
を
受
入
国
に
認
め
る
こ
と
の
反
面
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
そ
の
国
に

対
し
て
は
、
経
済
的
理
由
か
ら
移
民
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
人
び
と
が
他
国
に
な
る
べ
く
生
じ
な
い
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
人
び
と
が
自
分
た
ち
の

馴
染
み
や
す
い
環
境
で
一
定
程
度
豊
か
な
暮
ら
し
を
営
め
る
よ
う
に
、
経
済
的
移
民
の
送
り
出
し
国
に
対
す
る
国
作
り
の
援
助
が
強
く
要
請
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
」。
施
「
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
テ
ィ
」、
七
八
―
七
九
頁
。
な
お
、
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
で
の

国
作
り
の
援
助
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
の
達
成
の
援
助
）
と
い
う
語
が
、
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
」
を
完
全
に
達
成
で
き
る
ま

で
支
援
す
る
こ
と
を
含
意
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
に
お
け
る
国
作
り
の
援
助
と
は
、「
各
ネ
イ
シ
ョ
ン
が
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
自
決
』

へ
の
努
力
を
行
っ
て
い
く
た
め
の
条
件
整
備
」
を
意
味
す
る
。
同
右
、
七
八
頁
。

（
72
）  

ポ
ッ
ゲ
は
、
タ
ン
が
「
リ
ベ
ラ
ル
」
と
い
う
概
念
を
狭
く
解
釈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。See Pogge, T. W

., 

“Review
: 

Justice w
ithout Borders: Cosm

opolitanism
, N

ationalism
 and Patriotism

,

” M
ind, vol. 115, no. 458, p. 497.

（
73
）  See Kym

licka, W
., 

“Education for Citizenship,

” in his Politics in the Vernacular: N
ationalism

, M
ulticulturalism

, and Citizenship, 
O
xford: O

xford U
niversity Press, 2001, pp. 311 -316.

〔「
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
教
育
」
岡
﨑
晴
輝
・
施
光
恒
・
竹
島
博
之
監
訳
『
土
着
語

の
政
治 

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
多
文
化
主
義
・
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
一
二
年
、
四
三
七
―
四
四
四
頁
〕。
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